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平成２９年６月１５日判決言渡 

平成２８年（ネ）第１０１１４号 競業行為差止等請求控訴事件 

平成２９年（ネ）第１００２１号 同附帯控訴事件 

（原審・東京地方裁判所平成２７年（ワ）第２６１７号） 

口頭弁論終結日 平成２９年４月１８日 

判 決 

 

控訴人・附帯被控訴人（一審被告）    有 限 会 社 プ ロ ス タ イ ル 

 （以下「控訴人」という。） 

 

訴 訟 代 理 人 弁 護 士    藤 井 愛 彦 

 

被控訴人・附帯控訴人（一審原告）    Ｙ 

 （以下「被控訴人」という。） 

   訴 訟 代 理 人 弁 護 士    柿 沼 太 一 

同              杉 浦 健 二                

主 文 

１ 控訴人の本件控訴を棄却する。 

２ 被控訴人の附帯控訴に基づき，原判決の第２項のうち，控訴人に対

するその余の請求を棄却した部分を次のとおり変更する。 

 ⑴ 控訴人は，被控訴人に対し，１９６万７４００円及びこれに対す

る平成２７年２月２６日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え。    

 ⑵ 被控訴人のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを５分し，その３を控訴人の

負担とし，その余を被控訴人の負担とする。 
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４ この判決は，第２項⑴に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決に従う。原判

決中の「被告会社」を「控訴人」，「被告サイト」を「控訴人サイト」，「被告Ａ」

を「控訴人代表者」，「被告ら」を「控訴人」，「別紙」を「原判決別紙」と読み

替える。また，尋問はすべて原審において行われたものである。 

第１ 控訴及び附帯控訴の趣旨 

 １ 控訴の趣旨 

  ⑴ 原判決のうち控訴人の敗訴部分を取り消す。 

  ⑵ 被控訴人の請求を棄却する。 

  ⑶ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。 

 ２ 附帯控訴の趣旨 

  ⑴ 原判決のうち被控訴人の敗訴部分を取り消す。 

  ⑵ 控訴人は，被控訴人に対し，３８０万円及びこれに対する平成２７年２月

２６日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

  ⑶ 訴訟費用は，第１，２審とも控訴人の負担とする。 

  ⑷ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要  
本件は，被控訴人が，控訴人に対し，控訴人からウェブサイトを利用した婦人用

中古衣類の売買を目的とする事業を譲り受けたところ，控訴人が，不正の競争の目

的をもって，被控訴人に譲渡した事業と同一の事業を行い，被控訴人に損害を与え

たとして，①会社法２１条３項に基づき，上記事業の差止めを求めるとともに，②

不法行為による損害賠償請求として８０１万０９７２円及びこれに対する不法行為

の後の日である平成２７年２月２６日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商

事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

原判決は，控訴人が，不正の競争の目的をもって，被控訴人に対して譲渡した事
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業と同一の事業を行ったと認定し，会社法２１条３項に基づき，原判決別紙記載の

事業の差止請求を認容したが，不法行為による損害賠償請求については棄却した。 

これに対し，控訴人は，原判決のうち控訴人の敗訴部分を不服として控訴を提起

し，被控訴人は，原審における８０１万０９７２円の損害賠償及びこれに対する遅

延損害金請求のうち，３８０万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度

で，附帯控訴を提起した。 

 １ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記した証拠及び弁論の全趣旨

により認定できる事実） 

本件の前提事実は，原判決の第２の２に記載のとおりであるから，これを引用す

る。 

２ 争点 

本件の争点は，原判決の第２の３に記載のとおりであるから，これを引用する。 

３ 争点に関する当事者の主張 

争点に関する当事者の主張は，原判決７頁１０行目～１４行目を削除し，以下の

とおり当審における補充主張を加えるほかは，原判決の第３に記載のとおりである

から，これを引用する。 

 ⑴ 控訴について 

（控訴人の主張） 

ア 控訴人は本件譲渡契約の対象とされた事業と「同一の事業」を行ってい

るかについて 

本件譲渡契約の対象は，ロリータファッションに限定されていた。「サイトＭ＆Ａ 

by ＧＭＯ」と題するウェブサイト上に掲載された「案件概要」（甲３）には「ゴシ

ックロリータファッションの販売」として，ロリータファッションのみが記載され

ている。本件譲渡契約書に譲渡対象を限定する旨の記載がないことについては，譲

渡の対象外とされたブランドの売上高が少なかったことや，控訴人代表者に競業避

止義務についての知識が乏しかったことを考慮すると，不自然とはいえない。 
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また，控訴人は，ガーリーファッションのブランドであるアクシーズファムをホ

ームページから削除した後，商品の引渡しをしたが，被控訴人からの異議の申出は

なかった。これは，被控訴人がガーリーファッションのブランドが本件譲渡契約の

対象外であることを認識していたことの証左である。 

イ 不正の競争の目的の有無について 

 本件譲渡契約においては，平成２６年６月３０日までの約１か月間を引継期間と

定め，被控訴人はその間に本件サイトに係る営業を行うことができない旨の規定が

置かれていたが，これは，当該営業を行うためには古物営業法の許可が必要であっ

たので，その取得のために必要な期間を見込んだものであり，控訴人に不正の競争

の目的があったことを示すものではない。控訴人は，この間に１回しかメールを送

信していない。 

  ウ 差止めの対象について 

仮に，本件譲渡契約の対象にガーリーファッションが含まれるとしても，譲渡の

対象とされたブランドは，「ＦａｉｒｙＡｎｇｅｌ買取ブランド一覧」と題する書面

（甲２０。以下「本件ブランド一覧表」という。）に掲げられたものではなく，控訴

人の担当者から被控訴人に対して送信された平成２６年６月４日付けメールに添付

されていた書面（甲２３の３の８枚目。以下「本件メール添付書面」という。）に掲

げられたものである。本件ブランド一覧表のうち「カテゴリＡ」及び「カテゴリＢ」

は，本件サイトの買取りブランドが掲載されているページを被控訴人がコピーして，

ブランドを付加したものであり，同書面の「カテゴリＣ」は，被控訴人が独自に作

成したものである。控訴人は，これらを作成していない。 

（被控訴人の主張） 

ア 控訴人は本件譲渡契約の対象とされた事業と「同一の事業」を行ってい

るかについて 

本件譲渡契約書に売買対象を限定する旨の記載がないことが示すとおり，本件譲

渡契約はロリータファッションのみならず，ガーリーファッションも含むものであ
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った。仮に，譲渡の対象から一部のブランドが除外されていたのであれば，その旨

の説明がされるのが通常であるが，被控訴人は控訴人代表者からそのような説明を

受けていない。 

また，アクシーズファムがホームページから削除されたことに被控訴人が気付か

なかったのは，本件譲渡契約の対象が限定されているとは思っていなかったからで

あり，控訴人からの連絡もなかったのであるから，被控訴人が異議を述べなかった

としても不自然ではない。 

イ 控訴人が「不正の競争の目的」を有しているかについて 

 古物営業法の許可は，古物の買取りを行うためには必要であるが，古物の販売に

は必要がない。また，１か月もの長期間の休止期間を設ける必要もなかった。控訴

人が被控訴人に対し１か月もの営業休止期間を設けるように求めたのは，この間に

本件サイトの顧客を奪おうと考えたためであり，控訴人には不正の競争の目的があ

った。 

  ウ 差止めの対象について 

被控訴人が控訴人から本件譲渡契約の対象となるブランドの一覧として受領した

のは，本件ブランド一覧表である。本件メール添付書面には，本件譲渡契約当時に

販売されていたブランドが掲載されておらず，同書面記載のブランドをもって本件

譲渡契約の対象と解することはできない。 

 ⑵ 附帯控訴について 

  （被控訴人の主張） 

  ア 損害発生の有無について 

控訴人は，平成２６年６月３０日までの営業休止期間中，本件サイトの多数の顧

客に対してメールを送信し，本件サイトの姉妹ショップとして控訴人サイトが新た

に開設されたかのような内容の連絡をした。その結果，本件サイトの顧客は控訴人

サイトに移ってしまい，本件サイトの売上実績は，被控訴人が本件サイトの事業を

開始した直後から急激に減少し，本件譲渡契約の締結前の月額平均売上高の約４分
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の１から６分の１程度となった。このように，本件サイトの売上高が急激に減少し

たのは，その直前に控訴人が巧妙に本件サイトの顧客を奪取したことが原因であり，

控訴人の行為と売上高の減少との間には因果関係がある。 

  イ 損害額について 

本件譲渡契約の締結に先立ち控訴人が被控訴人に提示した売上実績表（甲９）に

よると，平成２５年３月から平成２６年２月までの本件サイトの売上高は，合計１

０８９万０３１９円（月額平均９０万７５２７円）であり，同期間の粗利は，合計

１０３５万１２６２円（月額平均８６万２６０５円）であった。 

 他方，本件譲渡契約の締結後の本件サイトの売上げに関し，被控訴人は，原審に

おいて８０１万０９７２円を下回ることはないと主張したが，当審において関連す

る資料を精査したところ，平成２６年８月から同年１２月までの売上高は，月額平

均２２万２３９７円であり，同期間の粗利は，月額平均１７万１２３０円であるこ

とが判明した。 

 上記のとおり，平成２５年３月から平成２６年２月までの本件サイトの月額平均

粗利高（８６万２６０５円）と平成２６年８月から同年１２月までの月額平均粗利

高（１７万１２３０円）との差額は６９万１３７５円であるところ，同額から平成

２６年８月から同年１２月までの販売管理費の月額平均１９万４８６７円を控除し

た額が１か月当たりの得べかりし利益となる。控訴人の違法行為と相当因果関係の

ある期間は１２か月分であるので，その合計は５９５万８０９８円となる。 

 これに加えて，控訴人の違法行為と因果関係のある弁護士費用としては６０万円

が相当である。 

 被控訴人は，控訴人に対し，上記得べかりし利益相当額５９５万８０９８円の内

金である３２０万円及び弁護士費用６０万円の合計３８０万円及びこれに対する遅

延損害金の限度で支払を求める。 

  （控訴人の主張） 

  ア 損害発生の有無について 
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被控訴人は，控訴人の行為により損害を受けたと主張するが，そもそも，ウェブ

サイトを利用した婦人用中古衣類の売買は，独占事業ではなく，本件サイトを通じ

た売買による営業利益は，市場規模に比べて僅少であることから，他業者の参入に

よる影響は小さい。また，この種の事業の売上げは経営者の手腕により大きく左右

されるものであるところ，本件サイトの売上げは，控訴人がガーリーファッション

の取扱いを中止した後も伸びていないのであり，このことは，被控訴人の営業努力

が足りないためであると考えられる。さらに，控訴人が本件サイトの顧客に対して

１回メールを送信しただけで顧客が控訴人サイトに移るとも考え難い。以上のとお

り，本件サイトの売上高及び粗利の減少と控訴人の行為との間に相当因果関係はな

い。 

  イ 損害額について 

 損害額については争う。 

第３ 当裁判所の判断 

当裁判所は，原判決が原判決別紙記載の事業の差止請求を認容した点については

相当であるが，損害賠償請求については，主文第２項⑴掲記の限度で認容すべきで

あると判断する。 

その理由は，次のとおりである。 

１ 争点(1)ア（本件譲渡契約は「事業」の譲渡契約か）について 

 本件譲渡契約は，会社法２１条３項にいう「事業」を譲渡するものであったと認

めるのが相当である。その理由は，原判決の第４の１に記載のとおりであるから，

これを引用する。 

 ２ 争点(1)イ（控訴人は本件譲渡契約の対象とされた事業と「同一の事業」を行

っているか）について 

 控訴人は，本件譲渡契約による事業譲渡の後も，同契約の対象とされた事業と「同

一の事業」を行っていると認めるのが相当である。その理由は，以下のとおり原判

決を補正し，控訴人の補充主張に対する判断を示すほかは，原判決の第４の２に記
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載のとおりであるから，これを引用する。 

(1) 原判決の補正 

 ア 原判決１１頁１５行目～１５頁１８行目を，以下のとおり改める。 

 「 控訴人は，本件サイトは，ロリータファッションの古着販売を取り扱うサイ

トであり，本件譲渡契約の対象も，ロリータファッションに限定されており，ガー

リーファッションは含まれていなかったと主張する。 

 しかし，証拠（甲３１）によると，ガーリーファッションは，平成２５年７月の

時点において，本サイトの販売する商品の類型の一つとして掲げられており，また，

エミリーテンプルキュート，シャーリーテンプル，ジェーンマープル，ミルクなど

のガーリーファッションブランドの商品が実際に販売に付されていたとの事実が認

められる。その後，本件譲渡契約までに本件サイトにおいてガーリーファッション

の商品の販売が中止されたなどの事情はうかがわれないので，本件譲渡契約の締結

当時，控訴人は，本件サイトにおいて，ロリータファッションのみならず，ガーリ

ーファッションの商品も販売し，その在庫を相当数保有していたものと認められる。 

 他方，本件譲渡契約書第２条⑷には，被控訴人が控訴人から「本件譲渡日時点で

の中古在庫商品」を譲り受ける旨が規定されている（甲４）。本件サイトは婦人用

中古衣類の売買を目的とするものであるから，本件譲渡契約の当事者にとって，譲

渡対象となる商品の範囲は重要であったと考えられるところ，本件譲渡契約書にお

いては，ガーリーファッションをその譲渡対象から除外することなく，その対象を

「本件譲渡日時点での中古在庫商品」としていることは，控訴人と被控訴人が，ガ

ーリーファッションも含め，本件譲渡契約時に存在する全ての中古在庫商品を本件

譲渡契約の対象とする旨合意したことを強く推認させる事実というべきである。 

また，前記のとおり，本件譲渡契約の交渉過程において，控訴人が被控訴人に対

して，平成２５年３月から平成２６年２月までの本件サイトの売上高等が記載され

た売上実績表（甲９）を提供したところ，同表の売上実績にはガーリーファッショ

ンの商品の売上げも含まれていることが認められる（控訴人代表者）。同表は，本
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件譲渡契約の交渉過程において提供されているものであるから，控訴人と被控訴人

は，ガーリーファッションの商品を含め，同表に記載された売上実績に含まれる商

品を対象とすることを当然の前提として本件譲渡契約を締結したものと認めるのが

相当である。 

さらに，証拠（甲３０，被控訴人本人）によると，被控訴人が控訴人から受領し

た在庫商品の中には，エミリーテンプルキュート，シャーリーテンプル，ジェーン

マープル，ミルク等のガーリーファッションブランドの商品も相当数含まれていた

との事実が認められる。このように実際に送付された在庫にガーリーファッション

の商品が含まれていたとの事実も，ガーリーファッションが本件譲渡契約の対象に

含まれていたことを示すものということができる。 

これに対して，控訴人代表者は，契約の交渉過程において，被控訴人に対し，本

件譲渡契約の対象は基本的にゴシックロリータファッションの商品であり，ガーリ

ーファッションの商品は含まれない旨の説明をし，少なくともアクシーズファムな

ど数点のブランドは除外する旨の説明をし，被控訴人も同意したと供述する。しか

し，同供述を裏付けるに足る客観的な証拠はなく，かえって，上記のとおり，本件

譲渡契約当時の本サイトの取扱商品，本件譲渡契約書の記載，被控訴人に提供され

た売上実績表の内容，控訴人から被控訴人に対して実際に送付された商品の内容等

に照らすと，控訴人代表者の供述は採用することができない。 

以上によると，本件譲渡契約の対象には，ロリータファッションのみならず，ガ

ーリーファッションも含まれていたと認めるのが相当である。」 

  イ 原判決の１６頁１３行目～１６行目を削除する。 

⑵ 控訴人の補充主張について 

ア 控訴人は，本件譲渡契約の対象はロリータファッションに限定されてい

たことの根拠として，「サイトＭ＆Ａ by ＧＭＯ」と題するウェブサイト上に掲載さ

れた「案件概要」（甲３）には，ロリータファッションの販売のみが記載されている

ことを指摘する。 



 - 10 - 

しかし，「案件概要」は，その性質上，販売サイトの概要を紹介するにとどまり，

本件サイトに係る事業の売買交渉の契機となるものにすぎないのであって，同概要

の記載から直ちに本件譲渡契約の対象はロリータファッションに限定されていたと

推認することはできない。前記判示のとおり，本件譲渡契約当時の本サイトの取扱

商品，本件譲渡契約書の記載，被控訴人に提供された売上実績表の内容，控訴人か

ら被控訴人に対して実際に送付された商品の内容等に照らすと，本件譲渡契約の対

象には，ロリータファッションのみならず，ガーリーファッションも含まれていた

と認めるのが相当である。 

イ また，控訴人は，本件譲渡契約書に譲渡対象を限定する旨の記載がない

ことについては，本件譲渡契約の対象外とされたブランドの売上高が少なかったこ

とや，控訴人代表者に競業避止義務についての知識が乏しかったことを考慮すると，

不自然とはいえないと主張する。 

しかし，前記認定のとおり，本件譲渡契約の締結当時，本件サイトの在庫には相

当数のガーリーファッションの商品が含まれていたと認めるのが相当であり，契約

書にガーリーファッションを除外する旨の記載をする必要がないほどその売上高が

少なかったとは考え難い。 

また，本件譲渡契約の対象をどのように特定するかは，競業避止義務に関する知

識の多寡とは関係がなく，仮に，控訴人代表者に競業避止義務についての知識が乏

しかったとしても，本件譲渡契約の対象からガーリーファッションを除外するので

あれば，その旨を契約書に明記することが自然であると考えられる。 

ウ さらに，控訴人は，ガーリーファッションブランドであるアクシーズフ

ァムをホームページから削除した後に商品の引渡しをしたが，被控訴人からの異議

はなかったとの事実を指摘する。 

しかし，被控訴人が婦人用中古衣類の売買についての知識・経験が浅かったこと

（甲２６，被控訴人本人）を考えると，譲渡対象であるブランドの一つがホームペ

ージから削除されたことに気付かなかったとしても不自然ではない。むしろ，本件
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譲渡契約の締結過程において特定のブランドを除外するという説明や交渉が行われ

たことはなく，被控訴人は在庫商品の全ての送付を受けることを当然の前提として

いたことからこそ，ホームページに掲載されたブランドの一つが削除されたことに

気付かなかったものと考えるのが自然である。 

  エ 以上のとおり，控訴人の当審における補充主張はいずれも理由がない。 

 ３ 争点(1)ウ（控訴人が「不正の競争の目的」を有しているか）について 

控訴人には，会社法２１条３項にいう「不正の競争の目的」があったものと認め

られる。その理由は，以下のとおり原判決を補正し，控訴人の補充主張に対する判

断を示すほかは，原判決の第４の３に記載のとおりであるから，これを引用する。 

 ⑴ 原判決の補正 

原判決２０頁７行目～１８行目を削除する。 

 ⑵ 控訴人の補充主張について 

控訴人は，平成２６年６月３０日までの営業休止期間は，本件サイトに係る営業

を行う上で不可欠の古物営業法の許可を取得するために必要な期間であり，本件サ

イトの顧客を奪取する意図はなかったと主張する。 

しかし，本件譲渡契約後，古物営業に関する許可を取得するまでの間にいかなる

営業をするか又は営業を休止するかは，本来，譲受人である被控訴人に委ねられる

べき事柄であるから，本件譲渡契約書において営業休止期間の定めを設ける必要性

はなく，まして１か月間もの営業休止期間を設ける必要があったことをうかがわせ

る事情が存在したことを認めるに足りる証拠はない。 

それにもかかわらず，証拠（甲４，２６，２７，被控訴人本人）によると，控訴

人は，被控訴人に対して，上記営業休止期間を設けることを積極的に求め，本件譲

渡契約書にその旨の規定を盛り込んだ上で，同期間中に多数の顧客にメールを送付

し，本件サイトの運営主体が変更したことを知らせることなく，新たに控訴人サイ

トが開設されたことを連絡するなどの顧客誘引行為に及んだものと認められるので

あり，同事実によると，控訴人は，上記営業休止期間中に本件サイトの顧客を控訴
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人サイトに誘引することを意図して，同期間を設けることを被控訴人に求めたもの

と認めるのが相当である。 

４ 争点(1)エ（競業避止義務を負わないとの黙示の合意があったか）について 

控訴人と被控訴人との間で，控訴人が競業避止義務を負わないとの黙示の合意が

あったとは認められない。その理由は，原判決の第４の４に記載のとおりであるか

ら，これを引用する。 

５ 差止めの対象について 

差止めの対象となる事業については，原判決別紙のとおりと認めるのが相当であ

る。その理由は，以下のとおり原判決を補正し，控訴人の補充主張に対する判断を

示すほかは，原判決の第４の５に記載のとおりであるから，これを引用する。 

 ⑴ 原判決の補正 

 原判決２１頁８行目「もっとも」から２２頁１行末尾までを次のとおり改める。 

「被控訴人は，ウェブサイトを利用しての婦人用中古衣類の売買を目的とする事

業の差止めを求めているが，会社法２１条３項による差止めの対象は，譲渡した事

業と「同一の事業」に限られるのであるから，被控訴人が差止めを求めることがで

きる本件サイトに係る事業は，具体的には，本件譲渡契約当時に控訴人が本件サイ

トで取り扱っていたブランド名の中古衣類の売買を目的とする事業である。 

証拠（甲２０，被控訴人本人）によると，本件譲渡契約に際し，本件サイトで取

り扱っていたブランドを掲載した書面として，被控訴人が控訴人から受け取ったの

は本件ブランド一覧表であると認められる。 

したがって，本件譲渡契約当時に控訴人が本件サイトで取り扱っていたブランド

名は，本件ブランド一覧表記載のとおりであると認められるから，差止めの対象は，

ウェブサイトを利用しての婦人用中古衣類の売買を目的とする事業のうち，原判決

別紙事業目録記載の事業と認めるのが相当である。」 

 ⑵ 控訴人の補充主張について 

控訴人は，本件譲渡契約に際し，本件サイトで取り扱っていたブランドを記載し
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た書面を被控訴人に渡したことは自認するものの，その書面は，本件ブランド一覧

表ではなく，本件メール添付書面であると主張する。 

しかし，本件メール添付書面（甲２３の３の８枚目）は，そのメールの他の記載

（甲２３の３の１枚目～７枚目，９枚目）本文を見ても，どのような趣旨で添付さ

れていたかが明らかではない上，同書面には，シャーリーテンプル，ジェーンマー

プル，ミルクなど，本件譲渡契約当時に本件サイトにおいて販売され，被控訴人が

受領した在庫商品に含まれていたブランドの記載がない。したがって，同書面に記

載されたブランドが本件譲渡契約の対象であると認めることはできない。 

他方，控訴人代表者は，本件ブランド一覧表について，これを被控訴人に交付し

たことは否認するものの，そのカテゴリＡ及びＢは，概ね，本件譲渡契約当時に本

件サイトが取り扱っていた商品と一致する旨を自認するところ，同書面のカテゴリ

Ａ，Ｂ及びＣに記載されたブランドは，本件メール添付書面に記載のなかった上記

各ブランドも包含するものであり，また，本件譲渡契約に際して本件ブランド一覧

表を控訴人から受領したとの被控訴人の供述には特に不自然な点は存しない。そう

すると，被控訴人は，本件譲渡契約に際し，控訴人から，本件サイトが取り扱って

いたブランドであるとして本件ブランド一覧表を受領したものと認めるのが相当で

ある。 

なお，控訴人は，本件ブランド一覧表のカテゴリＣは被控訴人が独自に作成した

ものであると主張するが，そのような事実をうかがわせる証拠はなく，かえって，

証拠（甲２０，３０，３１）によると，同カテゴリには，ジーザスディアマンテと

いった，本件サイトに表示され，被控訴人が在庫品を受領したブランドが含まれて

いると認められることに照らすと，同表のカテゴリＣは，同Ａ，Ｂと一体のものと

して作成され，被控訴人に交付されたものと認めるのが相当である。 

６ 争点(2)イ（損害発生の有無及びその額）について 

前記判示のとおり，控訴人は，会社法２１条３項の規定に違反し，不正の競争の

目的をもって，被控訴人に対して譲渡した事業と同一の事業を行ったものであるか
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ら，その結果，被控訴人に損害が生じた場合には，民法７０９条に基づき，その損

害を賠償すべき義務を負うこととなる。 

そして，証拠（甲１，２，甲５の１～５，甲６～１０，２１，２６，２７，３０，

３２，控訴人代表者，被控訴人本人）によると，①控訴人は，本件譲渡契約の締結

の前に控訴人サイトのドメインを取得し，本件譲渡契約の締結と前後して控訴人サ

イトにおいて，本件サイトと同様にロリータファッション及びガーリーファッショ

ンの商品の売買を目的とする営業を開始したこと，②本件サイトと控訴人サイトの

取扱商品は相当程度共通していること，③被控訴人が営業を休止している間に控訴

人代表者が自認しているだけでも１００名程度の顧客にメールを送付して，運営主

体の変更を告知することなく，控訴人サイトの開設を告知したこと，④その結果，

本件サイトと控訴人サイトは姉妹ショップであると誤認する顧客が実際に出現して

いること，⑤本件サイトの売上実績は，被控訴人が本件サイトの事業を開始した直

後から大幅に減少していることの各事実が認められる。 

以上の控訴人サイトの開始時期，控訴人サイトと本件サイトの取扱商品の共通性

の程度，控訴人による直接的な顧客誘引行為の存在，本件サイトに係る営業開始後

の売上実績の低下の状況等の事情に照らすと，控訴人の違法行為の結果，本件サイ

トの顧客の一部が失われ，その結果，被控訴人に損害が発生したものと認めるのが

相当である。また，控訴人の不法行為と相当因果関係のある期間は，被控訴人がロ

リータファッションの買取りを中止した時期が平成２７年６月頃であること（甲１

６，控訴人代表者）等を考慮し，１２か月間であると認めるのが相当である。 

 損害額について，被控訴人は，平成２５年３月から平成２６年２月までの本件サ

イトの粗利の月額平均は８６万２６０５円であり，本件サイトの平成２６年８月か

ら同年１２月までの粗利の月額平均は１７万１２３０円であるから，本件譲渡契約

の前後の月額平均粗利の差額６９万１３７５円から平成２６年８月から同年１２月

までの販売管理費の月額平均１９万４８６７円を控除した額（４９万６５０８円）

の１２か月分に相当する５９５万８０９８円が得べかりし利益の合計額であると主
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張するところ，証拠（甲９，３２）によると，被控訴人の主張するとおり，本件譲

渡契約の前後の月額平均粗利の差額から平成２６年８月から同年１２月までの月平

均販売管理費１９万４８６７円を控除した額は４９万６５０８円であると認められ

る。 

 しかし，証拠（乙３，２２）及び弁論の全趣旨によると，①本件サイトと同様に

ロリータファッション又はガーリーファッションの商品をウェブサイト上で販売し

ているサイトは多数存在し，顧客の中には，複数のサイトにアクセスし，そのデザ

インや値段を対比しながら商品を購入する者が少なくなく，②そのため，本件のよ

うな婦人用中古衣類の販売を行う上では，デザインの流行や顧客の嗜好の変化など

を敏感に察知し，商品のデザインや価格設定などを常時見直すとともに，顧客の要

望に応じて迅速・適切に対応するなどの営業努力・手腕が販売実績を大きく左右し，

③同時に，ブログ，ツイッターなどを利用するほか，在庫商品の販売ルートを可能

な限り多様化することも必要であると認められる。 

 これを本件についてみると，証拠（甲２６，被控訴人本人）及び弁論の全趣旨に

よると，①被控訴人は，本件譲渡契約より以前にロリータファッションやガーリー

ファッションなどの商品を取り扱ったことがなく，この分野に関する商品知識やウ

ェブサイト上での古着売買に関する経験に乏しかったこと，②被控訴人は，本件ウ

ェブページのデザインの変更をせず，ブログやツイッターを利用することもしなか

ったこと，③被控訴人は，ヤフーオークションの利用による在庫商品の販売も行わ

なかったことが認められる。そうすると，本件譲渡契約後の本件サイトの販売実績

が同契約締結前より低下したことについては，こうした被控訴人の商品知識，経験，

広告手段，販売方法等も相当程度影響したものというべきである。 

 以上のとおり，本件においては，控訴人が競業行為を行った結果，本件サイトの

顧客の一部が失われ，被控訴人に損害が発生したと認めることができるが，本件譲

渡契約前後の利益額の違いをそのまま損害と認めることはできず，そうすると，事

案の性質上，損害額の立証は極めて困難であるということができるから，民訴法２
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４８条により，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき，損害額を認定する

ことが相当である。 

前記認定のとおり，本件サイトに係る本件譲渡契約前の売上げの粗利の月額平均

と同契約後の粗利の月額平均との差額から販売管理費の月額平均額を控除した額

（４９万６５０８円）の１２か月分に相当する金額は５９５万８０９６円と認めら

れるものの，本件譲渡契約後の本件サイトの販売実績が同契約締結前より低下した

ことについては，被控訴人の商品知識，経験，広告手段，販売方法等も相当程度影

響したと考えられることを斟酌すると，控訴人の違法行為による逸失利益相当額は，

その約３割に相当する１７８万７４００円と認めるのが相当である。 

 これに加えて，控訴人の違法行為と相当因果関係のある弁護士費用は１８万円で

あると認めるのが相当である。 

 したがって，被控訴人は，控訴人に対し，得べかりし利益相当額として１７８万

７４００円及び弁護士費用１８万円の合計１９６万７４００円並びにこれに対する

不法行為の後の日である平成２７年２月２６日（訴状送達の日の翌日）から支払済

みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 

第４ 結論 

以上の次第で，被控訴人の請求は，原判決別紙記載の事業の差止め並びに損害賠

償金１９６万７４００円及びこれに対する平成２７年２月２６日から支払済みまで

年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余は理由が

ないから棄却すべきである。 

よって，本件控訴は理由がないからこれを棄却し，本件附帯控訴に基づき，原判

決を本判決主文第２項のとおり変更することとして，主文のとおり判決する。 
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